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令和８年度高知県農業再生協議会 

通常総会 議事録 

 

1．招集通知年月日    令和８年４月７日（火） 

2．開 催 日 時    令和８年４月 22 日（水） 14：00～15：00 

3．開 催 場 所    ＪＡ高知ビル６階 「理事室」 

4．出 席 会 員 数    総会員数 11 会員 

             出席会員 11 会員 

（うち出席：10 会員 書面：１会員） 

5．出席会員の氏名 

[出席会員] 

 
[書面議決] 

 
会員名 役職 出席者名

 
高知県 農業振興部長 橋本 卓夫

 
高知県農業協同組合中央会 代表理事専務 徳弘 吉哉

 
高知県農業会議 事務局長 西窪 武久

 
高知県農業協同組合 代表理事副組合長 大原 光鶴

 
高知県農業共済組合 参事 門脇 久幸

 
高知県土地改良事業団体連合会 常務理事 豊永 竜二

 
高知県畜産協会 専務理事 長﨑 浩

 
高知県市長会 事務局長 山﨑 敬造

 
高知県農業公社 専務理事 松村 和彦

 
高知県農産物検査協議会 会長 下元 祥吾

 
会員名

 
高知県町村会
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６．決議事項 

第１号議案 令和７年度事業報告書及び収支計算書の承認について（案） 

第２号議案 高知県農業再生協議会規約の改正について（案） 

第３号議案 高知県農業再生協議会役員の選任について（案） 

第４号議案 令和８年度事業計画書及び収支予算書の設定について（案） 

第５号議案 令和８年度水田収益力強化ビジョンの策定及び産地交付金の設定

について（案） 

 

７．報告事項 

  米のコスト指標の公表について（中国四国農政局高知県拠点） 

 

８．開会 

総会員数 11 会員のところ、出席 10 会員、書面議決１会員となり、規約第 15 条

の規定により総会が有効に成立することを確認、報告のうえ開会した。 

 

９．議事録署名人 

会長は規約第 19 条の規定により、議事録署名人として高知県土地改良事業団体

連合会の豊永竜二常務理事と高知県農業公社の松村和彦専務理事の２名を指名し、

本人及び会の承認を得た。 

 

10．決議事項の上程と審議及び採決 

会長は、第１号議案「令和７年度事業報告書及び収支計算書の承認について（案）」

を上程し、事務局より内容について資料に基づき説明が行われた後、監事より監査

報告が行われた。なお、本議案の内容については、４月７日に監事により監査をう

けたものである。議場に諮ったところ、全員異議なく満場一致で原案のとおり承認

可決された。 

続いて会長は、第２号議案「高知県農業再生協議会規約の改正について（案）」

及び第３号議案「高知県農業再生協議会役員の選任について（案）」を上程し、事

務局より内容について資料に基づき説明が行われた。それぞれの議案について議場

に諮ったところ、全員異議なく満場一致で原案のとおり承認可決された。 
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続いて会長は、第４号議案「令和８年度事業計画書及び収支予算書の設定につい

て（案）」を上程し、事務局より内容について資料に基づき説明が行われた。質疑

において、高知県農業協同組合副組合長の大原監事より、「事業計画書の１．基本

方針の表現を修正した方がよいのでは」との意見があり、事務局において修正する

ことを前提に議場に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認可決された。 

最後に会長は、第５号議案「令和８年度水田収益力強化ビジョンの策定及び産地

交付金の設定について（案）」を上程し、事務局より内容について資料に基づき説

明が行われた。議場に諮ったところ、全員異議なく満場一致で原案のとおり承認可

決された。 

なお、今回諮られた全ての議案については、４月 16 日開催の令和８年度第１回

幹事会で承認が得られたものである。 

 

11．報告事項 

オブザーバーの中国四国農政局高知県拠点より、「米のコスト指標の公表につい

て」の情報提供が行われた。 

質疑において、高知県農業会議事務局長の西窪監事より、「一般消費者はコスト指

標の金額を実際の小売価格の目安と誤認するのでは。利潤の考え方を追加して、再

生産可能な小売価格の指標を示すことはできないか。」との意見があった。中国四

国農政局高知県拠点の長谷川地方参事官からは、「コスト指標には利潤を含まない

ということをしっかり理解していただけるよう情報発信をしていく。」との回答が

あり、会長からも「消費者が納得する価格の実現のために、消費者への情報発信が

重要であることを、本省へ伝えていただきたい。」との意見があった。 

また、高知県農業協同組合副組合長の大原監事より、「コスト指標設定にあたって

前提とされる作付規模（1.0ha～3.0ha 未満）は今後変わる可能性はあるか。」との

質問があった。中国四国農政局高知県拠点の長谷川地方参事官からは、「コスト指

標の改定はコスト指標作成団体である米穀機構が行うこととなっており、農林水産

省が個別具体的に基準等の指示はしていない。今後の方向性について回答すること

はできない。」との回答があった。 

以上をもって、本日の議事をすべて終了した旨を述べ、閉会した。 


